
山口東京理科大学調査特別委員会審査日程 

 

日 時  平成３０年１２月７日（金） 

   一般会計理科大分科会終了後 

場 所  第１委員会室 

 

～審査内容～ 

１ 議案第１０９号 山陽小野田市公立大学法人評価委員会条例の一部を改

正する条例の制定について                 （大学） 

 

２ 公立大学法人の県有地購入について 

  

３ 薬学部棟学生食堂について 
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地方独立行政法人法の一部改正（平成 29 年 6 月 9 日公布、平成 30 年 4 月 1 日施 

行。一部は平成 32 年 4 月 1 日施行）されたことにより、当該法律の条項を引用して 

いる山陽小野田市公立大学法人評価委員会条例において「項ずれ」が生じたため、 

その「項ずれ」を修正するもの。 

 

○地方独立行政法人法 第 11条 

  ３ 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員そ 

の他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。 

 

 

 

４ 第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員 

その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。 

 

山陽小野田市公立大学法人評価委員会条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行 

政法人法（平成１５年法律第 

１１８号）第１１条第４項の規 

定に基づき、山陽小野田市公立 

大学法人評価委員会（以下「委 

員会」という。）の組織及び委 

員その他委員会に関し必要な事 

項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行 

政法人法（平成１５年法律第 

１１８号）第１１条第３項の規 

定に基づき、山陽小野田市公立 

大学法人評価委員会（以下「委 

員会」という。）の組織及び委 

員その他委員会に関し必要な事 

項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会 項ずれ：第１１条第３項 ⇒ 第１１条第４項 
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（参考） 地方独立行政法人法の一部改正 

 

【改正前】 

第十一条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機 

関の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」とい 

う。）を置く。 

２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。 

二 その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

３ 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価 

委員会に関し必要な事項については、条例で定める。 

 

【改正後】 

第十一条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設 

立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」 

という。）を置く。 

２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第 

四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項（第五十六条第一 

項において準用する場合を含む。）、第六十七条第二項、第七十八条第四項、 

第七十九条の二第二項、第八十七条の八第四項又は第八十七条の十第四項の規 

定により設立団体の長に意見を述べること。 

二 第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法 

人（次号において「公立大学法人」という。）の業務の実績を評価すること。 

三 第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。 

四 第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見 

を述べること。 

五 第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意 

見を述べること。 

六 その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理す 

ること。 

３ 評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内 

容を公表しなければならない。 

４ 第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評 

価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。 
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県有地購入に関する参考資料②【大学推進室】2018.12.07
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薬学部食堂に関する参考資料【大学推進室】2018.12.07 

業 務 名 山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部校舎食堂運営業務  

 ※ 業者については、平成 29 年９月１日(金)から公募を開始し、同月 

29 日(金)まで企画書等の提出を受け付けた。応募資格は、保健所の許  

可に基づき大学が提供する施設に入居して食堂事業を営むことが可能  

な業者または個人。公募の結果、応募のあった個人１人について審査  

を行い、決定した。 

 

契 約 日 平成 30 年４月１日 

 

委託期間 平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで 

     ※ 使用許可期間３ヶ月前までに、本学または受託者のいずれ  

かからも何らの意思表示がない時は、期間満了の日の翌日か 

ら１年間契約を更新することとし、最長５年間とする。  

 

業務内容 山陽小野田市立山口東京理科大学学生及び教職員等に対する飲  

食物の提供業務 

 

業務の曜日、時間 原則として日曜、祝祭日及び大学休業日を除く毎日の 

午前９時から午後４時までとし、うち食堂の営業時間  

は午前 11 時から午後３時までとする。なお、学生休暇 

期間及び大学行事等における業務については別途協議  

の上定める。 

 

損害賠償 (1) 受託者は、委託業務の実施にあたり、その責めに帰すべき  

理由により生じた損害は、受託者の負担において、その損害 

を賠償しなければならない。 

     (2) 受託者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害  

を与えたときは、受託者の負担において、その損害を賠償し 

なければならない。 

 



薬学部食堂に関する参考資料【大学推進室】2018.12.07 

○業者への補償 

薬学部校舎Ａ棟(６号館)の完成が遅れたことにより、平成 30 年４月１日 

から食堂の営業ができなかったことから、営業できない期間（平成 30 年４ 

月１日から平成 30 年５月 31 日まで）について、下記の算定により補償を 

行った。 

 補償額については、同大学の他の食堂の営業実績等を参考に、業者と協 

議を行い、決定した。 

 

 

 

 

 

収入 

定食単価(税抜) 500 円 …① 

来客数 150 人 …② 

売上げ／日 75,000 円 …➌＝①×② 

支出 

食材費の割合 
40％ …④ 

30,000 円 …⑤＝➌×④ 

人件費 

1,000 円 …⑥ 

5 時間 …⑦ 

3 人 …⑧ 

15,000 円 …⑨＝⑥×⑦×⑧ 

計 45,000 円 …➓＝⑤＋⑨ 

純利益 30,000 円 …⓫＝➌－➓ 
   

 

4 月の営業日数 24 日 …⑫ 

5 月の営業日数 24 日 …⑬ 

計 48 日 …⓮＝⑫＋⑬ 
   

 

補 償 額 1,440,000 円 …⓯＝⓫×⓮ 

 


